
第３号様式（第５条第１項）  

公 開 標 識 

特定建築行為計画のお知らせ  

事 業 者 に関 する事 項 

設 計 者 

氏名  ◯◯一級建築士事務所  △△ △△  

住所  千葉県習志野市◯◯2-3-4    

電話番号  047-YYY-YYYY 

施 工 者 

氏名  ◯◯建設株式会社  代表取締役  △△ △△ 

住所  千葉県◯◯市◯◯3-4-5           

電話番号  047-ZZZ-ZZZZ 

事 業 者 

氏名  株式会社ナラシノ開発代表取締役◯◯  ◯◯ 

住所  千葉県習志野市◯◯1-2-3    

電話番号  047-XXX-XXXX 

建築物等に関する事項 

建築物の名称 (仮称 )習志野市◯◯共同住宅新築工事  

主 要 用 途 共同住宅   

敷地の地名地番 習志野市鷺沼◯丁目◯番◯  

工 事 種 別 新築  

敷 地 面 積 １２００．０㎡  

建 築 面 積 ４８０．０㎡  

延 べ 面 積 ２４００．０㎡  

建 築 物 の 概 要 
階 数  地上  ５  階    地下  - 階  

最 高 の高 さ           １４．８      ｍ  

着 工 予 定 年 月 日 令和８年６月１日  

完 了 予 定 年 月 日 令和９年２月２８日  

標 識 設 置 年 月 日 令和８年３月１６日  

 この標識は、習志野市特定建築行為に係る手続等に関する条例第８条第１項の規定により設置するもの

です。 

この内容についてのお問合せは次の連絡先にお願いします。 

  （事業に関する問合せ先） 氏  名 ◯◯一級建築士事務所  

担当 △△ △△ 

                   連絡先 047-XXX-XXXX 

（注）  看板の大きさは、縦９０センチメートル以上、横９０センチメートル以上とする。  

※記入例を参考に漏れのないようにしてください。  

９０センチ以上 

９
０
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ン
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以
上

 

代表者名ではなく、事業内容

を説明できる担当者の氏名と

連絡先を記載する 



第４号様式（第６条第１項）  

特定建築行為公開標識設置届  

（注）１ 事業者が個人の場合には、電話番号を省略することができます。 

２ ※印のある欄は、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※記入例を参考に漏れのないようにしてください。  
 

  

令和８年３月１６日  

 

 習志野市長  宛て  

住所  千葉県習志野市◯◯1-2-3 

事業者  氏名  株式会社ナラシノ開発   

代表取締役  ◯◯ ◯◯  

電話   047-XXX-XXXX 

 

 習志野市特定建築行為に係る手続等に関する条例第８条第１項の規定により公開標識を設置したので、同

条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。 

１  特定建築行為計画  

概要書受付  

受付年月日  令和８年３月１５日  

受付番号  ３４－〇（Ｒ７－〇）  

２  建築物の名称  (仮称 )習志野市◯◯共同住宅新築工事  

３  敷地の地名地番  習志野市鷺沼◯丁目◯番◯  

（土地区画整理事業施行中の場合は、仮換地を記入）  

添付図書  標識設置箇所図、標識設置写真        

※

受

付

処

理

欄  

※受付印  

（事業に関する問合せ先）氏 名 ◯◯一級建築士事務所  

開発部 担当 △△ △△ 

連絡先  047-XXX-XXXX 



標識設置箇所図 
 

 

標識設置写真 
   

 

※看板１つにつき、 
「近景(標識の内容が読める)」+「遠景(敷地と道路の関係が分かる)」の2枚の写真を貼付 

 
※標識設置箇所図と写真は別用紙でも可 
  

敷地 

標識設置位置 

道路 

道路 

「近景写真」＝標識の文字が見える 

 

「遠景写真」＝敷地と道路の関係、どこ

に設置したかがわかる 



手続き時の提出書類

必要提出書類一覧

No ＜特定建築行為公開標識関係＞　１部

1. □公開標識〈第３号様式〉　※現地に設置してください

2. □特定建築行為公開標識設置届〈第４号様式〉

3. □標識設置箇所図

4. □近景写真・遠景写真

◆看板設置前に再度ご確認ください

□敷地が道路に面する部分に設置してください（道路から見やすい位置（敷地内でも視認性を確保））

□建築敷地が２以上の道路に接する場合は、それぞれの道路に接する部分に設置してください

□設置高さは、下辺が地面よりおおむね１ｍの位置に設置してください

　※設置高さが高すぎ・低すぎて看板が見えないことがないようにしてください。

□標識の大きさは９０センチ×９０センチ以上を目安としてください

□第３号様式（第５条第１項）の内容が記載されていれば、市販の標識を利用することも可能です。

※習志野市役所建築指導課の窓口で標識の販売はしていません。

※「この標識は、習志野市特定建築行為に係る手続等に関する条例第８条第１項の規定により設置する

　　ものです。」の文言の記載漏れに注意してください。

※工事完了まで掲示するため、雨で滲まない表示（ラミネート等）とし、風等で飛ばされないように設置

　　してください。

◆概要書提出前に再度ご確認ください

□書類に記載漏れはありませんか

□添付書類は一式揃っていますか

□計画概要書・公開標識の内容は一致していますか

□近景写真の標識の文字は見えていますか

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

習志野市役所　都市環境部建築指導課　　　　☎047-453-9231


